
- 1 -

○

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
五
十
九
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
に

第
五
十
九
条

［
同
上
］

係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
締
結

さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関
す
る
契
約

の
履
行
又
は
上
場
会
社
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事

実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売

買
等
の
計
画
の
実
行
と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す

十
四

［
同
上
］

る
場
合

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を
知
る
前
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

ロ

［
同
上
］

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
。

⑴

当
該
契
約
若
し
く
は
計
画
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
が
、
金
融
商
品
取
引

⑴

当
該
契
約
若
し
く
は
計
画
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
が
、
金
融
商
品
取
引

業
者
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業

業
者
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業

（
有
価
証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
法
第
二
十
九
条
の
四

（
有
価
証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
法
第
二
十
九
条
の
四

の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
又
は
法
第

の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
の
み
を
行
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二
十
九
条
の
四
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介

う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
⑵
並
び
に
第
六
十
三
条
第
一

等
業
務
の
み
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
⑵
並
び
に

項
第
十
四
号
ロ
⑴
及
び
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
提
出
さ
れ
、

第
六
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号
ロ
⑴
及
び
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対

当
該
提
出
の
日
付
に
つ
い
て
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
に
よ
る
確
認
を

し
て
提
出
さ
れ
、
当
該
提
出
の
日
付
に
つ
い
て
当
該
金
融
商
品
取
引
業

受
け
た
こ
と
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
契
約
を
締
結
し
た
相

者
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
こ
と
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
契

手
方
又
は
当
該
計
画
を
共
同
し
て
決
定
し
た
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。

約
を
締
結
し
た
相
手
方
又
は
当
該
計
画
を
共
同
し
て
決
定
し
た
者
で
あ

）
。

る
場
合
を
除
く
。
）
。

［
⑵
・
⑶

略
］

［
⑵
・
⑶

同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


